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表示方法：

加工食品の原料原産地表示の拡大

対象加工食品：国内で製造した全ての加工食品
（ただし、現行同様、外食、いわゆるインストア加工等を除く。）

対象原材料：製品に占める重量割合上位１位の原材料

その他：
○ 義務表示は、食品の容器包装に表示する。

○ 可能性表示や大括り表示等をした場合は、インターネットなどにより、自主

的に補足的な情報開示に努める。

○ 実施までに一定の経過措置期間をおく。

○ 制度内容や用語の意味等について、消費者啓発を推進する。

※生鮮原材料まで遡って表示できる事業者は、表示しても可
※製造地表示においても、国別重量順表示を原則としつつ、可能性表示など上記の考え方を準用

例：(Ａ国、Ｂ国)
(Ａ国、Ｂ国、その他)

現行同様、国別重量順に表示

例：(Ａ国又はＢ国)
(Ａ国又は国産)
(Ａ国又はＢ国又はその他)
と表示しても可

例：(輸入)
(輸入、国産)
と表示しても可

例：(輸入又は国産)
と表示しても可

例：(Ａ国製造) (国内製造)

国別重量順表示を行った場合に、産地切替えなどのたび
に容器包装の変更を生じると見込まれる場合

国別重量順表示を行った場合
に、３以上の外国の産地表示
に関して、産地切替えなどの
たびに容器包装の変更が生じ
ると見込まれる場合

実行可能性を踏まえ、認められる条件、誤認防止への対応を定めた上で、以下
の規定を導入

「大括り表示」を
用いても産地切
替えなどのたび
に容器包装の変
更が生じると見込
まれる場合

対象原材料が中間加工原材料である場合

可能性表示

大括り表示

大括り表示＋
可能性表示

中間加工原材料の製造地表示

過去実績又は計画に基づく
表示である旨を付記

過去実績又は計画に基づく表示である
旨を付記
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国別重量順表示

可能性表示
（Ａ国又はＢ国）

可能性表示 大括り表示
（輸入）

大括り表示＋可能性表示
（輸入又は国産）

３か国目以上は、その他と
記載できる

（Ａ国又はＢ国又はその他）

・産地切替えなどのたびに容器包装の
変更を生じると見込まれる場合、以下
の例外により表示できる。

・３か国以上の場合

※過去実績又は計画に基づく表示で
ある旨を付記

※過去実績又は計画に基づく表示である旨を付記

※過去実績又は計画に基づく表示である旨を付記

・輸入と国産の重量順
が表示不可能

国産と混合あり
（輸入、国産）

表示方法のイメージ図

【例外１】

選択可

【例外２】

【例外３】

【原則】

Ａ国、Ｂ国
Ａ国、Ｂ国、Ｃ国

３か国目以上は、その他と記載できる
（Ａ国、Ｂ国、その他）

【例外１】

中間加工原材料の製造地表示 （Ａ国製造） （国内製造）

※ 中間加工原材料の原料の産地まで遡って産地を表示することもできる。
※ 中間加工原材料の製造地表示においても、国別重量順表示を原則としつつ、可能性表示など

上記例外１～３の考え方を準用する。

【例外４】 対象原材料が中間加工原材料の場合

・２か国の場合

Ａ国又はＢ国又はＣ国
Ａ国又はＢ国又は国産
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